
８月は、通常では考えられないほどの大雨となり、その影響で各地に土砂崩壊などの被害が出ました。

また、気温も上がらず、例年にはないほど過ごしやすい日が多かったのではないでしょうか？

さて、10月には「全国労働衛生週間」が展開され、その準備期間が９月となっています。

全国労働衛生週間は、昭和25年に実施されて以来、今年で72回目を迎えます。

また、新型コロナウイルス感染症のり患による休業４日以上の労働災害は、令和２年は全国で6,000人

以上発生しており、職場での感染症の拡大防止のためには、事業場での「取組の５つのポイント」をはじめ、

実態に即した感染症予防対策を徹底し継続することが必要です。

今年は、

「向き合おう！ こころとからだの 健康管理」
を全体スローガンとして、

「うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場」
を新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた副スローガンとして展開されます。

期間は、10月１日から10月７日までで、９月１日から９月30日までを準備期間としています。

準備期間中、以下の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行いましょう。

島原労働基準監督署からのお知らせ
島原市新馬場町905-1
☎ 0957（62）5145

過重労働・メンタルヘルス対策についてはこちらから

・時間外・休日労働の削減、年次
有給休暇の取得促進等仕事と生
活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）の推進

・労働時間の状況の把握や長時間
労働者に対する医師の面接指導
等の実施の徹底

・健康診断の実施、
有所見者の業務内容等
医師への情報提供、
意見聴取及び
事後措置の徹底

過重労働による健康障害防止

・「心の健康づくり計画」の策定
・４つのケアの推進
・ストレスチェックの実施と結果の
集団分析及び職場環境改善

・メンタルヘルス不調の予防から
早期発見・早期対応、職場復帰支
援までの総合的な取組の実施

メンタルヘルス対策の推進



・ＳＤＳに基づくリスクアセスメ
ントの実施とその結果に基づく
リスク低減対策の推進

・ラベル、ＳＤＳの内容やリスク
アセスメントの結果についての
労働者への教育の実施

・皮膚接触や眼への飛散による薬
傷や皮膚からの吸収を防ぐため
の保護具等注意事項の確認

・特殊健康診断等による健康管理
の徹底

・塗料の剥離作業における健康障
害防止対策の推進

化学物質による
健康障害防止対策の推進

・建築物等の解体・改修工事におけ
る石綿ばく露防止対策の徹底

・吹付け石綿等が損傷、劣化し、労
働者がばく露するおそれがある建
築物等における石綿等の除去、封
じ込め等の徹底

・石綿にばく露するおそれがある建
築物等において労働者を設備の点
検、補修等の作業等に臨時で就業
させる場合の労働者の石綿ばく露
防止

・石綿含有部品を交換・廃棄等を行
う作業における労働者の石綿ばく
露防止対策の徹底

石綿による
健康障害防止対策の推進

９月は

職場の健康診断
実施強化月間

です

働く人ひとり一人が健康で働き続けることができるようにするには、事業者が働く人の健康
状態を的確に把握し、その結果に基づき、適切な健康管理を行うことが必要です。

そのためには、働く人に対して

「健 康 診 断」を実施し、その結果に基づく

「事 後 措 置」を行うことが重要です


